
寄居町告示第２３６号 

 
寄居町水道料金等関連総合業務について、公募型プロポーザル方式により受託

者を公募するので、次のとおり公告する。 
 

令和６年１２月２３日　　　 

 

寄居町長　　峯岸　克明（公印省略） 
 
１　業務概要 

(1) 業務名 
寄居町水道料金等関連総合業務 

(2) 業務場所 
寄居町全域　ただし収納及び滞納整理業務についてはこの限りではない。 

(3) 業務内容 
別紙仕様書のとおり 

(4) 業務期間及び履行期間 
業務期間　契約締結の日から令和１０年９月３０日まで 
履行期間　令和７年１０月１日から令和１０年９月３０日まで 

(5) 提案上限額 
６７，６９１，８００円（３年総額　消費税及び地方消費税を含む。） 

(6) スケジュール 

 

 

 項　　目 日　　程

 実施要領の配布（ホームページで公開） 令和６年１２月２３日（月）～令和７年１月

１４日（火）

 実施要領に関する質問受付 令和６年１２月２３日（月）～１月１４日

（火）

 質問の回答 令和７年１月１７日（金）

 参加表明書等受付 令和７年１月２０日（月）～１月２７日（月）

 資格審査結果通知 令和７年２月　３日（月）

 提案書受付 令和７年２月　４日（火）～２月１７日（月）

 プレゼンテーション、優先交渉権者の選定 令和７年２月下旬～３月上旬

 審査結果通知 令和７年３月上旬～中旬

 詳細協議 令和７年３月中旬～下旬

 契約締結 令和７年４月～５月



２　参加資格要件 
次の全ての要件を満たしている者であること。  

(1) 本プロポーザルの公告日において、寄居町入札参加資格者名簿に登録がある

こと。  

(2) 本プロポーザルの公告日から企画提案書提出の日までの間において、寄居町

建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措

置を受けていないこと。  

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て

がなされている者でないこと。 

(5) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく更生手続き開始の申立て

がなされている者でないこと。 

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第３条又は第４条の規定に基づき、都道府県公安委員会が指定した暴力団等

の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使

用していないこと。 

(7) プライバシーマーク登録又は情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳ

ＭＳ）適合性評価制度の認証を受けていること。 

(8) 令和２年度以降、水道事業体において、当該委託に係る業務内容について、

受託実績を有する者であること。 

(9) 本業務と同種又は類似の業務について、３年以上の実務経験がある業務責任

者を配置することができる者であること。 

(10) 本業務の趣旨を十分理解し、発注者と目的を共有し、本業務を的確に遂

行できる者であること。 

 


